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県内で雇用される障害者数は、過去最高を更新 
―実雇用率、法定雇用率達成企業割合はともに全国平均を上回る― 

 

 滋賀労働局（局長 野田律）では、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づいて、1人以上の障

害者の雇用義務がある事業主から、毎年６月１日現在の身体障害者、知的障害者及び精神障害者（以

下「障害者」と総称します。）の雇用状況について報告を求めています。 

 このほど、平成26年６月１日現在における障害者雇用状況報告（常時雇用する労働者が50人以上の

県内本社企業752社及び県内地方公共団体 回答）の集計結果を取りまとめましたので、公表します。 

【ポイント】 
   
 １《 滋賀県内に本社のある民間企業 》（法定雇用率2.0％） 

  ○雇用されている障害者数（注1）は2,370.5人と過去最高を更新し、対前年4.5% 

（101.0人）増加した。 

○実雇用率（注2）は1.87%（対前年比0.06ポイント上昇）で、全国平均の1.82%を上

回った。 

○法定雇用率達成企業の割合は54.9%（対前年比3.1ポイント上昇）で、全国平均の 

44.7%を上回った。 
 

２《 公 的 機 関 》（法定雇用率2.3%、県教育委員会は2.2%） 

  ○滋賀県庁は、実雇用率が2.45%と前年より0.14ポイント上昇した。 

   滋賀県教育委員会は、実雇用率が2.01%と前年より0.24ポイント上昇した。 

   市町の機関 は、実雇用率が2.29%と前年より0.09ポイント上昇した。 

  ○公的機関28機関中、法定雇用率達成機関の数は22機関、未達成機関は、滋賀県教

育委員会を含め計６機関となった。 

    

３《未達成企業等に対する取り組み 》 

全ての未達成企業に対し訪問指導を実施しますが、特に、次の①、②に該当する

企業を重点的に指導を行うこととしています。 

① 障害者を雇用していない企業 

② 新たに未達成となった企業 
(注１) 障害者の数は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計である。人数の算定に当たっては、重度身体障害者及び重度知

的障害者(短時間労働者を除く。)については、１人を２人と数え、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者

である短時間労働者（１週間の所定労働時間が２０時間以上３０時間未満の労働者）については、１人を0.5人と数えて算

出している。 

(注２) 実雇用率は、上記により算出した障害者の数を、労働者数（常用労働者総数から業種ごとに定められた除外率相当数を除い

た労働者数）で除したものである。 



障害者雇用状況報告の滋賀県内の集計結果(概要) 

 

１． 民間企業における雇用状況 

 ○ 雇用されている障害者数、実雇用率 （７頁参照） 

・滋賀県内にある民間企業（50人以上規模の企業752社：法定雇用率2.0％）に雇用されてい

る障害者の数は、2370.5人で、過去最高となった。 

・雇用者のうち、身体障害者は1,528.5人（前年比2.0％増）、知的障害者は701.0人（同7.

8％増）、精神障害者は141.0人（同17.0％増）であり、いずれも前年より増加し、特に精

神障害者の上昇率が大きかった。 

  ・実雇用率は、1.87％であり、全国平均の1.82％を上回った。 

   雇用する障害者の数が増加した企業は173社と、減少した企業の102社を上回った。 

  ・法定雇用率達成企業の割合は、54.9％(752社のうち413社)であり、全国平均の44.7％を大

きく上回った。 

    前年に比べ、対象となる企業数については、17社（2.3％）が増加となり、法定雇用率

達成企業数についても32社（8.4％）と大幅に増加し、全ての企業規模で前年を上回った。 

注)障害者の人数、実雇用率については、前ページの注1及び注2を参照。 

 

 ○ 企業規模別の状況  （８頁参照） 

  

○ 産業別の状況  （９～12頁参照） 

  ・法定雇用率を上回った業種は「医療，福祉」（2.48%）、「運輸業，郵便業」(2.11%)、「金

融業，保険業」（2.01%）となり、昨年の1業種を上回った。 

  ・民間企業全体の実雇用率1.87％を上回ったのは上記３業種の他、「生活関連サービス業，

娯楽業」（1.93%）の計４業種であった。  

 ・実雇用率が前年を上回った業種は９業種であった。 
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 ○ 法定雇用率未達成の企業の状況  （13頁参照） 

  ・平成26年の法定雇用率未達成の企業は339社で前年より15社減少した。ハローワークの指

導により、前年未達成であったが、本年達成となった企業は63社であった。 

・339社のうち、不足数が0.5人又は１人である企業（いわゆる１人不足企業）が67.3％ 

（228社）あり、障害者を１人も雇用していない企業（いわゆる０人雇用企業）が63.1％ 

（214社）であった。前年に比べ１人不足企業については5社減少し、０人雇用企業について

は同数であった。 

 

２．地方公共団体における雇用状況  （14・15頁参照） 

地方公共団体（県・市町、公立病院等）の機関において雇用されている障害者の数は563.

5人で、前年（531.0人）より32.5人増加した。 

各機関の実雇用率は、滋賀県（知事部局・病院事業庁・企業庁）が2.45％、滋賀県教育

委員会が2.01％、地方公共団体26機関が2.29％であった。 

滋賀県内では、滋賀県教育委員会、長浜市、竜王町、高島市病院事業、長浜市病院事業、

野洲市教育委員会が、法定雇用率未達成の機関となっている。 

ただし、竜王町は、９月25日現在において、達成機関となっている。 

26年 25年

 農業，林業 1 1.0 1.72 1.75 　 　

 建設業 16 33.0 1.50 1.49 　 ○

 製造業 292 885.5 1.76 1.70 　 ○

 情報通信業 7 19.0 1.49 1.77 　 　

 運輸業，郵便業 44 106.5 2.11 1.97 ○ ○

 卸売業，小売業 89 436.0 1.80 1.72 　 ○

 金融業，保険業 9 90.0 2.01 1.93 ○ ○

 不動産業，物品賃貸業 8 3.0 0.39 0.13 　 ○

 学術研究，専門・技術サービス業 8 21.5 1.52 1.69 　 　

 宿泊業，飲食サービス業 22 57.0 1.87 1.70 　 ○

 生活関連サービス業，娯楽業 18 33.0 1.93 1.85 　 ○

 教育，学習支援業 12 11.0 0.99 1.01 　 　

 医療，福祉 135 488.5 2.48 2.55 ○ 　

 複合サービス事業 14 56.5 1.72 1.75 　 　

 サービス業 77 129.0 1.50 1.32 　 ○

前年の雇用率

を上回る業種
産業 企業数 雇用障害者数

雇用率 法定雇用率を

上回る業種
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一般の民間企業における雇用状況の推移

対前年増減 対前年増減 滋賀県 全国 滋賀県 全国

2 73,425 1.8 1,408 5.5 1.92 1.32 77.3 52.2

3 75,849 3.3 1,427 1.3 1.88 1.32 72.3 51.8

4 77,233 1.8 1,464 2.6 1.90 1.36 70.9 51.9

5 77,047 -0.2 1,484 1.4 1.93 1.41 70.5 51.4

6 77,165 0.2 1,492 0.5 1.93 1.44 69.9 50.4

7 78,155 1.3 1,474 -1.2 1.89 1.45 67.3 50.6

8 78,865 0.9 1,470 -0.3 1.86 1.47 66.5 50.5

9 80,926 2.6 1,519 3.3 1.88 1.47 66.2 50.2

10 81,972 1.3 1,619 6.6 1.98 1.48 70.1 50.1

11 84,396 3.0 1,585 -2.1 1.88 1.49 59.7 44.7

12 83,150 -1.5 1,563 -1.4 1.88 1.49 61.2 44.3

13 83,582 0.5 1,560 -0.2 1.86 1.49 61.2 43.7

14 83,540 -0.1 1,509 -3.3 1.81 1.47 56.7 42.5

15 85,228 2.0 1,534 1.7 1.80 1.48 56.5 42.5

16 89,628 5.2 1,507 -1.8 1.68 1.46 54.7 41.7

17 94,210 5.1 1,576 4.6 1.67 1.49 54.5 42.1

18 97,705 3.7 1,662.0 5.5 1.70 1.52 56.9 43.4

19 103,544 6.0 1,709.5 2.9 1.65 1.55 55.6 43.8

20 109,029 5.3 1,800.0 5.3 1.65 1.59 54.2 44.9

21 106,045 -2.7 1,773.0 -1.5 1.67 1.63 55.8 45.5

22 107,204 1.1 1,809.0 2.0 1.69 1.68 56.5 47.0

23 119,507.0 11.5 1,917.5 6.0 1.60 1.65 50.4 45.3

24 120,502.5 0.8 2,141.0 11.7 1.78 1.69 54.7 46.8

25 125,666.0 4.3 2,269.5 6.0 1.81 1.76 51.8 42.7

26 127,061.0 1.1 2,370.5 4.5 1.87 1.82 54.9 44.7

注 障害者の数とは、次に掲げる者の合計である。

昭和６３年～平成４年
平成５年～

平成18年～
平成23年～

＜参考＞

（各年６月１日現在）

常用労働者数（人）
法定雇用率達成企業
の割合（％）

実雇用率(%)障害者の数（人）
平成

重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者（0.5人としてカウン
ト）を対象に加える。

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者
身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）
知的障害者（重度身体障害者はダブルカウント）
重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者
精神障害者（短時間労働者は１人を０．５人としてカウント）を対象に加える。
短時間労働者を常用労働者数に加える。
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◎ 法定雇用率とは

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、

それぞれ以下の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならな

いこととされている。

雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である（なお、精神障害

者は雇用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は

雇用率に算定することができる）。

一般の民間企業 ……………………… ２．０％

○ 民間企業 ……… （50人以上規模の企業）

特殊法人等 …………………………… ２．３％

労働者数43.5人以上規模の特殊法人、

独立行政法人、国立大学法人等

〇 国、地方公共団体 …………………………………………… ２．３％

（43.5人以上規模の機関）

○ 都道府県等の教育委員会 …………………………………… ２．２％

（45.5人以上規模の機関）

（カッコ内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の

障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。）

【一般民間企業における雇用率設定基準】

身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数

＋ 失業している身体障害者及び知的障害者の数

障害者雇用率 ＝

常用労働者数 ＋ 失業者数

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の

障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、

２人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働

時間が２０時間以上３０時間未満の労働者）については、１人分として、重度

以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者につい

ては、0.5人分としてカウントされる。
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◎ 障害者雇用率達成指導の流れ

実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、
「雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。

雇用状況報告（毎年６月１日の状況） （障害者雇用促進法 第43条第７項）

翌年１月を始期とする２年間の計画

雇入れ計画作成命令（２年計画） （※）を作成するよう、公共職業安定

所長が命令を発出

（同法第46条第１項）

計画の実施状況が悪い企業に対し、

雇入れ計画の適正実施勧告 適正な実施を勧告（計画１年目12月）

（同法第46条第６項）

雇用状況の改善が特に遅れている企

特 別 指 導 業に対し、公表を前提とした特別指導

を実施（計画期間終了後に９か月間）

企 業 名 の 公 表 （同法第47条）

不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に

対し、厚生労働省本省による直接指導も実施している。

〔指導実績・全国〕
○ 平成２５年度の実績 （ ）は滋賀県

＊「雇入れ計画作成命令」の発出 １９３社（ ２社 ）

＊ 雇入れ計画の「適正実施勧告」 ２０６社（ ０社 ）

＊「特別指導」の実施 ５２社（ ２社 ）

○ 雇入れ計画を実施中の企業（２５年度）６１７社（ 10社 ）

○ 企業名の公表
平成３年度 ４社、15年度 １社、16年度 １社、17年度 ２社、
18年度 ２社、19年度 ３社（うち１社は再公表）、20年度 ４社、
21年度 ７社（うち１社は再公表）、22年度 ６社（うち２社は再公表）
23年度 ３社（うち１社は再公表）、24年度 ０社、25年度 ０社、
26年度 ０社

※平成24年１月１日以降の日を始期とする雇入れ計画から計画期間は３年間から２年間に短縮している。
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5

1
0
3
,
3
2
0

1
2
,
3
6
0

1
9
5
,
2
7
9

3
3
,
8
9
3

4
3
1
,
2
2
5
.
5

4
5
,
2
6
9
.
5

1
.
8
2

3
8
,
7
6
0

4
4
.
7

<
29
8,
98
3
>
<

28
,4
30
>
<

>

（
85
,3
1
4
)
（

23
,
21
3,
4
01
.
0
)
（

99
,
56
0
)
（
11
,1
97
)
（

18
4,
17
9
)
(

28
,9
03
)

（
40
8,
94
7.
5
)
（
41
,9
06
.0
)
（

1.
76
)
（

36
,
4
1
3
)
（

4
2
.
7

)

②
　

障
害

種
別

雇
用

状
況

注
１

注
１ ２

２
３

３
４

４
５

５
６

６

区
分

② 法
定

雇
用

障
害

者
数

の
算

定
の

基
礎

と
な

る
労

働
者

数

⑥
③

　
障

害
者

の
数

法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の

割
合

法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の

数
Ａ

.重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

Ｆ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

実
雇

用
率

Ｅ
÷

②
×

10
0

Ｅ
．

　
計

Ａ
×

２
＋

Ｂ
＋

Ｃ
＋

Ｄ
×

0.
5

Ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者

Ｂ
.重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

Ｄ
.重

度
以

外
の

身
体

障
害

者
及

び
知

的
障

害
者

並
び

に
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

①
欄

の
「
障

害
者

の
数

」
と

は
②

③
④

の
ｅ
欄

の
計

で
あ

る
。

　
<
 >

内
は

精
神

障
害

者
を

除
い

た
場

合
の

数
値

で
あ

る
。

　
③

Ａ
欄

の
「
重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者
」
に

つ
い

て
は

法
律

上
、

１
人

を
２

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

Ｅ
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
を

行
い

、
Ｄ

欄
の

「
重

度
以

外
の

身
体

障
害

者
及

び
知

的
障

害
者

並
び

に
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
」
に

つ
い

て
は

法
律

上
、

１
人

を
0
.5

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

Ｅ
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
0
.5

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

　
Ａ

、
Ｃ

欄
は

１
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
3
0
時

間
以

上
の

労
働

者
で

あ
り

、
B

、
D

欄
は

1
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
2
0
時

間
以

上
3
0
時

間
未

満
の

労
働

者
で

あ
る

。

　
（
　

）
内

は
平

成
2
5
年

6
月

1
日

現
在

の
数

値
で

あ
る

。
　

な
お

、
精

神
障

害
者

は
平

成
1
8
年

4
月

1
日

か
ら

実
雇

用
率

に
算

定
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

。

　
②

欄
の

「
法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

労
働

者
数

」
と

は
、

常
用

労
働

者
総

数
か

ら
除

外
率

相
当

数
（
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
が

就
業

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

職
種

が
相

当
の

割
合

を
占

め
る

業
種

に
つ

い
て

定
め

ら
れ

た
率

を
乗

じ
て

得
た

数
）
を

除
い

た
労

働
者

数
で

あ
る

。

　
F
欄

の
「
う

ち
新

規
雇

用
分

」
は

、
平

成
2
5
年

６
月

２
日

か
ら

平
成

2
6
年

６
月

１
日

ま
で

の
１

年
間

に
新

規
に

雇
い

入
れ

ら
れ

た
障

害
者

数
で

あ
る

。

全
　

国

滋
賀

県

 （
　

）
内

は
平

成
2
4
年

6
月

1
日

現
在

の
数

値
で

あ
る

。
な

お
、

精
神

障
害

者
は

平
成

1
8
年

4
月

1
日

か
ら

実
雇

用
率

に
算

定
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

。

〔
１

（
１

）
①

表
の

注
〕

②
③

ａ
欄

の
重

度
障

害
者

に
つ

い
て

は
法

律
上

、
1
人

を
2
人

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

お
り

、
ｅ
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

②
③

④
ｄ
欄

の
重

度
以

外
の

身
体

障
害

者
及

び
知

的
障

害
者

並
び

に
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
に

つ
い

て
は

法
律

上
、

1
人

を
0
.5

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

ｅ
欄

を
算

出
す

る
に

当
た

り
0
.5

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

②
③

の
ａ
.ｃ

欄
及

び
④

の
ｃ
欄

は
1
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
3
0
時

間
以

上
の

労
働

者
で

あ
り

、
②

③
の

ｂ
欄

及
び

④
の

ｄ
欄

は
1
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
2
0
時

間
以

上
3
0

時
間

未
満

の
労

働
者

で
あ

る
。

〔
１

（
１

）
②

表
の

注
〕

②
③

④
ｆ欄

の
「
う

ち
新

規
雇

用
分

」
は

、
平

成
2
5
年

6
月

2
日

か
ら

平
成

2
6
年

6
月

1
日

ま
で

の
1
年

間
に

新
規

に
雇

い
入

れ
ら

れ
た

障
害

者
数

で
あ

る
。

１
 

民
間

企
業

に
お

け
る

雇
用

状
況

（法
定

雇
用

率
2.

0
％

）
 

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

2
,
3
7
0
.
5

3
7
6

6
2

6
6
2

1
0
5

1
,
5
2
8
.
5

1
5
2
.
0

4
9

2
2

5
3
2

9
8

7
0
1
.
0

8
1
.
0

1
1
1

6
0

1
4
1
.
0

2
8
.
5

（
2,
26
9.
5

）
（

36
2

）
（

58
）

（
67
0

）
（

94
）

（
1,
49
9.
0

）
（

94
.5

）
（

49
）

（
20

）
（

48
6

）
（

92
）

（
65
0.
0

）
（

65
.5

）
（

95
）

（
51

）
（

12
0.
5

）
（

29
.0

）

4
3
1
,
2
2
5
.
5

8
7
,
1
9
5

8
,
8
6
7

1
2
3
,
6
3
3

1
2
,
8
4
9

3
1
3
,
3
1
4
.
5

2
6
,
3
4
7
.
5

1
6
,
1
2
5

3
,
4
9
3

4
8
,
8
7
3

1
1
,
1
7
4

9
0
,
2
0
3
.
0

1
1
,
4
6
9
.
5

2
2
,
7
7
3

9
,
8
7
0

2
7
,
7
0
8
.
0

7
,
4
5
2
.
5

（
40
8,
94
7.
5
）（

84
,6
82

）（
8,
12
6
）（

12
0,
53
6
）（

11
,5
45

）（
30
3,
79
8.
5
）（
25
,2
39
.0

）（
14
,8
78

）（
3,
07
1
）（

45
,3
68

）（
9,
47
1
）（

82
,9
30
.5

）（
10
,5
30
.5

）
（

18
,2
75

）（
7,
88
7
）（

22
,2
18
.5

）（
6,
13
6.
5
）

区
分

① 障
害

者
の

数
②

身
体

障
害

者
の

数

ｆ．
う
ち

新
規

雇
用

分

ｅ
．

　
計

a×
２

＋
ｂ
＋

ｃ
＋

ｄ
×

0.
5

ｃ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

ｄ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

ｄ
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

ｅ
．

　
計

ｃ
＋

ｄ
×

0.
5

b．
　

重
度

身
体

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

ｅ
．

　
計

a×
２

＋
ｂ
＋

ｃ
＋

ｄ
×

0.
5

ａ
.重

度
身

体
障

害
者

ｄ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

④
精

神
障

害
者

の
数

ｆ．
う
ち

新
規

雇
用

分

ｃ
.精

神
障

害
者

③
知

的
障

害
者

の
数

ａ
.重

度
知

的
障

害
者

全
　

国

滋
賀

県

ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

ｆ．
う
ち

新
規

雇
用

分

b．
　

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者
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(2
) 
企
業
規
模
別
の
雇
用
状
況

①
　
概
況

①
④

⑤
⑥

企
業

人
人

人
人

人
人

人
％

企
業

％
 

規
模
計

75
2

12
7,

06
1.

0
4
25

84
1,

30
5

26
3

2,
37

0.
5

26
1.

5
1.

87
41

3
54

.9
〈

〉
〈

28
,4
30

〉
〈

〉

（
73
5
)
（

12
5,
66
6.
0
)
（

41
1
)
（

78
)
（

1,
25
1
)
（

23
7
)
（

2,
26
9.
5
)

（
18
9.
0
)

（
1.
81
)

（
38
1
)
（

51
.8
)

50
～

36
7

25
,9

55
.5

8
3

27
26

9
63

49
3.

5
48

.5
1.

90
20

0
54

.5
 

10
0人

未
満
　

　
〈

〉
〈

〉
 

（
35
1
)
（

24
,6

52
.0
)
（

7
4
)
（

21
)
（

25
7
)
（

75
)
（

46
3.
5
)

（
33

.0
)

（
1.
88
)

（
18
4
)
（

52
.4

)
 

  
10
0～

30
8

47
,9

09
.5

14
1

25
44

4
75

78
8.

5
92

.5
1.

65
17

3
56

.2
 

 
30
0人

未
満

 

（
30
4
)
（

46
,4

08
.5
)
（

12
5
)
（

28
)
（

43
2
)
（

66
)
（

74
3.
0
)

（
50

.5
)

（
1.
60
)

（
16

0
)
（

52
.6

)
  

30
0～

50
1
7,

00
7.

5
51

3
16

1
24

27
8.

0
42

.5
1.

63
23

46
.0

50
0人

未
満

〉
〈

〉

（
52
)
（

17
,3

84
.5
)
（

5
7
)
（

3
)
（

13
4
)
（

14
)
（

25
8.
0
)

（
24

.5
)

（
1.
48
)

（
22
)
（

42
.3

)
 

50
0～

20
12

,5
51

.5
54

4
13

6
17

25
6.

5
47

.0
2.

04
13

65
.0

10
00
人
未
満

（
19
)
（

11
,3

38
.5
)
（

4
3
)
（

2
)
（

11
5
)
（

16
)
（

21
1.
0
)

（
29

.5
)

（
1.
86
)

（
10
)
（

52
.6

)

1,
00
0以

上
7

23
,6

37
.0

9
6

25
29

5
84

55
4.

0
31

.0
2.

34
4

57
.1

〉
〈

〉

（
9
)
（

25
,8

82
.5
)
（

11
2
)
（

24
)
（

31
3
)
（

66
)
（

59
4.
0
)

（
51

.5
)

（
2.
29
)

（
5
)
（

55
.6

)

注
　
１
(1
)①

の
表
と
同
じ

 

②
　
障
害
種
別
雇
用
状
況

 

注
　
１
(1
)②

表
と
同
じ

 

区
分

② 法
定
雇
用
障
害
者
数

の
算
定
の
基
礎
と
な
る

労
働
者
数

③
　
障
害
者
の
数

Ｆ
．
う
ち
新
規
雇

用
分

法
定
雇
用
率

達
成
企
業
の

割
合

法
定
雇
用

率
達
成
企

業
の
数

実
雇
用
率

Ｅ
÷
②
×
10
0

企
業
数

Ｅ
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋

Ｄ
×
0.
5

Ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
、
知
的
障
害

者
及
び
精
神
障

害
者

Ａ
.重

度
身
体
障
害

者
及
び
重
度
知
的

障
害
者

Ｂ
.重

度
身
体
障

害
者
及
び
重
度

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労

働
者

Ｄ
.重

度
以
外
の

身
体
障
害
者
及

び
知
的
障
害
者

並
び
に
精
神
障

害
者
で
あ
る
短
時

間
労
働
者

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
規
模
計

2
,
3
7
0
.
5

3
7
6

6
2

6
6
2

1
0
5

1
,
5
2
8
.
5

1
5
2
.
0

4
9

2
2

5
3
2

9
8

7
0
1
.
0

8
1
.
0

1
1
1

6
0

1
4
1
.
0

2
8
.
5

（
2
,
2
6
9
.
5
)

（
3
6
2
)
（

5
8
)
（

6
7
0
)

（
9
4
）
（

1
,
4
9
9
.
0
)
（

9
4
.
5
)

（
4
9
)
（

2
0
)
（

4
8
6
)
（

9
2
)
（

6
5
0
.
0
)
（

6
5
.
5
)

（
9
5
)
（

5
1
)
（

1
2
0
.
5
)
（

2
9
.
0
)

5
0
～

4
9
3
.
5

6
7

1
3

1
2
2

1
9

2
7
8
.
5

1
6

1
4

1
2
6

2
8

1
8
6
.
0

2
1

1
6

2
9
.
0

1
0
0
人
未
満
　

（
4
6
3
.
5
)

（
5
9
)
（

1
2
)
（

1
2
6
)
（

2
1
)（

2
6
6
.
5
)

（
1
5
)
（

9
)
（

1
1
3
)
（

3
8
)
（

1
7
1
.
0
)

（
1
8
)
（

1
6
)
（

2
6
.
0
)

1
0
0
～

7
8
8
.
5

1
2
7

2
2

2
6
0

2
8

5
5
0
.
0

1
4

3
1
4
2

2
3

1
8
4
.
5

4
2

2
4

5
4
.
0

3
0
0
人
未
満

（
7
4
3
.
0
)

（
1
1
1
)
（

2
1
)
（

2
6
1
)
（

2
6
)（

5
1
7
.
0
)

（
1
4
)
（

7
)
（

1
3
7
)
（

1
7
)
（

1
8
0
.
5
)

（
3
4
)
（

2
3
)
（

4
5
.
5
)

3
0
0
～
　

2
7
8
.
0

4
8

3
8
8

7
1
9
0
.
5

3
0

5
6

1
2

6
8
.
0

1
7

5
1
9
.
5

5
0
0
人
未
満

（
2
5
8
.
0
)

（
5
4
)
（

3
)
（

8
0
)
（

6
)（

1
9
4
.
0
)

（
3
)
（

0
)
（

4
0
)
（

6
)
（

4
9
.
0
)

（
1
4
)
（

2
)
（

1
5
.
0
)

5
0
0
～
　

2
5
6
.
5

5
2

3
7
3

1
1

1
8
5
.
5

2
1

5
3

2
5
9
.
0

1
0

4
1
2
.
0

1
0
0
0
人
未
満

（
2
1
1
.
0
)

（
4
1
)
（

2
)
（

6
8
)
（

1
0
)（

1
5
7
.
0
)

（
2
)
（

0
)
（

3
9
)
（

3
)
（

4
4
.
5
)

（
8
)
（

3
)
（

9
.
5
)

1
,0
0
0
以
上

5
5
4
.
0

8
2

2
1

1
1
9

4
0

3
2
4
.
0

1
4

4
1
5
5

3
3

2
0
3
.
5

2
1

1
1

2
6
.
5

（
5
9
4
.
0
)

（
9
7
)
（

2
0
)
（

1
3
5
)
（

3
1
)（

3
6
4
.
5
)

（
1
5
)
（

4
)
（

1
5
7
)
（

2
8
)
（

2
0
5
.
0
)

（
2
1
)
（

7
)
（

2
4
.
5
)

ｆ．
う
ち
新
規
雇

用
分

ｆ．
う
ち
新
規
雇

用
分

ｄ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
で
あ
る
短
時

間
労
働
者

④
精
神
障
害
者
の
数

ｅ
．
　
計

ｃ
＋
ｄ
×
0
.5

ｃ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者

ｄ
．
精
神
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

労
働
者

ｄ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労

働
者

ｃ
.精

神
障
害
者

③
知
的
障
害
者
の
数

b
．
　
重
度
知
的

障
害
者
で
あ
る

短
時
間
労
働
者

ａ
.重

度
知
的
障

害
者

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋

ｄ
×
0
.5

区
分

① 障
害
者
の
数

②
身
体
障
害
者
の
数

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
ｄ

×
0
.5

ｃ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者

ａ
.重

度
身
体
障

害
者

ｆ．
う
ち
新
規
雇

用
分

b
．
　
重
度
身
体

障
害
者
で
あ
る

短
時
間
労
働
者
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(3
) 
産

業
別

の
雇
用
状
況

①
　
概
況

企
業

人
人

人
人

人
人

人
％

企
業

％
産
業
計

75
2

12
7,
06
1.
0

42
5

84
13
05

26
3

2,
37
0.
5

26
1.
5

1.
87

41
3

54
.9

29
8,
98
3.
0

23
7.
92

(
73
5
)
(
12
5,
66
6.
0
)
(
41
1
)
(

78
)
(
12
51
)
(

23
7
)
(

2,
26
9.
5
)
(
18
9.
0
)
(

1.
81
)
(

38
1
)
(

51
.8

)

農
、
林
、
漁
業

1
58
.0

0
0

1
0

1.
0

0.
0

1.
72

1
10
0.
0

35
0.
0

61
4.
04

 
(

1
)
(

57
.0
)
(

-
)
(

-
)
(

-
)
(

-
)
(

1.
0
)
(

-
)
(

1.
75
)
(

1
)
(

10
0.
0

)

鉱
業
,採
石
業
,砂
利

0
0.
0

0
0

0
0

0.
0

0.
0

-
0

-

(
0
)
(

0.
0
)
(

0
)
(

0
)
(

0
)
(

0
)
(

0.
0
)
(

0.
0
)
(

-
)
(

0
)
(

-
)

建
設
業

16
2,
20
3.
0

6
0

20
2

33
.0

1.
0

1.
50

8
50
.0

8,
13
4.
0

38
5.
59

(
16
)
(

2,
10
9.
5
)
(

6
)
(

0
)
(

19
)
(

1
)
(

31
.5
)
(

1.
5
)
(

1.
49
)
(

8
)
(

50
.0

)

製
造
業

29
2

50
,1
89
.5

17
3

7
52
2

21
88
5.
5

97
.0

1.
76

16
4

56
.2

(
29
3
)
(

50
,8
88
.0
)
(
16
8
)
(

9
)
(
50
8
)
(

21
)
(

86
3.
5
)
(
53
.0
)
(

1.
70
)
(

15
0
)
(

51
.2

)

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給

0
0.
0

0
0

0
0

0.
0

0.
0

-
0

-
3,
47
4.
0

#D
IV
/0
!

(
0
)
(

0.
0
)
(

0
)
(

0
)
(

0
)
(

0
)
(

0.
0
)
(

0.
0
)
(

-
)
(

0
)
(

-
)

情
報
通
信
業

7
1,
27
9.
0

4
0

10
2

19
.0

2.
0

1.
49

4
57
.1

(
7
)
(

1,
27
4.
0
)
(

6
)
(

0
)
(

10
)
(

1
)
(

22
.5
)
(

6.
0
)
(

1.
77
)
(

4
)
(

57
.1

)

運
輸
業
,郵
便
業

44
5,
05
0.
0

24
3

52
7

10
6.
5

12
.0

2.
11

29
65
.9

18
,3
86
.0

36
7.
43

(
44
)
(

5,
00
4.
0
)
(

19
)
(

2
)
(

55
)
(

7
)
(

98
.5
)
(

5.
5
)
(

1.
97
)
(

29
)
(

65
.9

)

卸
売
業
,小
売
業

89
24
,1
76
.0

57
24

25
7

82
43
6.
0

31
.5

1.
80

34
38
.2

(
86
)
(

24
,0
88
.5
)
(

57
)
(

16
)
(
25
1
)
(

67
)
(

41
4.
5
)
(
42
.0
)
(

1.
72
)
(

31
)
(

36
.0

)

9
4,
48
6.
0

21
11

29
16

90
.0

8.
0

2.
01

4
44
.4

19
,9
87
.0

43
7.
88

(
9
)
(

4,
56
4.
5
)
(

22
)
(

11
)
(

27
)
(

12
)
(

88
.0
)
(

1.
5
)
(

1.
93
)
(

5
)
(

55
.6

)

不
動
産
業
,

8
76
4.
5

1
0

1
0

3.
0

2.
0

0.
39

1
12
.5

(
8
)
(

77
4.
5
)
(

-
)
(

-
)
(

-
)
(

-
)
(

1.
0
)
(

-
)
(

0.
13
)
(

1
)
(

12
.5

)

8
1,
41
6.
0

4
0

13
1

21
.5

1.
5

1.
52

5
62
.5

19
,9
87
.0

16
04
.0
9

(
6
)
(

1,
24
6.
0
)
(

5
)
(

0
)
(

11
)
(

0
)
(

21
.0
)
(

1.
0
)
(

1.
69
)
(

3
)
(

50
.0

)

22
3,
04
5.
0

10
2

31
8

57
.0

5.
5

1.
87

13
59
.1

(
22
)
(

3,
11
0.
0
)
(

8
)
(

5
)
(

25
)
(

14
)
(

53
.0
)
(
11
.0
)
(

1.
70
)
(

13
)
(

59
.1

)

18
1,
70
8.
0

3
0

27
0

33
.0

6.
0

1.
93

6
33
.3

19
,9
87
.0

12
96
.5
9

(
17
)
(

1,
54
1.
5
)
(

2
)
(

4
)
(

20
)
(

1
)
(

28
.5
)
(

1.
0
)
(

1.
85
)
(

7
)
(

41
.2

)

12
1,
11
5.
0

1
0

9
0

11
.0

2.
0

0.
99

4
33
.3

(
12
)
(

1,
18
3.
5
)
(

3
)
(

0
)
(

6
)
(

0
)
(

12
.0
)
(

0.
0
)
(

1.
01
)
(

4
)
(

33
.3

)

医
療
,福
祉

13
5

19
,6
69
.5

84
31

23
7

10
5

48
8.
5

65
.0

2.
48

89
65
.9

25
,8
92
.0

14
0.
06

(
12
7
)
(

18
,4
86
.5
)
(

81
)
(

28
)
(
23
3
)
(

95
)
(

47
0.
5
)
(
57
.5
)
(

2.
55
)
(

81
)
(

63
.8

)

14
3,
28
7.
0

12
1

31
1

56
.5

5.
0

1.
72

12
85
.7

(
14
)
(

3,
31
8.
0
)
(

13
)
(

1
)
(

30
)
(

2
)
(

58
.0
)
(

2.
0
)
(

1.
75
)
(

10
)
(

71
.4

)

サ
ー
ビ
ス
業

77
8,
61
4.
5

25
5

65
18

12
9.
0

23
.0

1.
50

39
50
.6

(
73
)
(

8,
02
0.
5
)
(

21
)
(

2
)
(

54
)
(

16
)
(

10
6.
0
)
(

7.
0
)
(

1.
32
)
(

34
)
(

46
.6

)

注
　
１
(1
)①

の
表
と
同
じ

-は
1社

の
為
,掲
載
せ
ず

⑥ 法
定
雇
用
率
達

成
企
業
の
割
合

⑤ 法
定
雇
用

率
達
成
企

業
の
数

④ 実
雇
用
率

Ｅ
÷
②
×
10
0

Ｅ
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
Ｄ
×

0
.5

Ｆ
．
う
ち
新
規
雇

用
分

Ｄ
.重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
及

び
知
的
障
害
者

並
び
に
精
神
障

害
者
で
あ
る
短

時
間
労
働
者

③
　
障
害
者
の
数

Ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
、
知
的
障

害
者
及
び
精

神
障
害
者

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

① 企
業
数

金
融
業
,保
険
業

区
分

教
育
,学
習
支
援
業

② 法
定
雇
用
障
害
者

数
の
算
定
の
基
礎

と
な
る
労
働
者
数

Ａ
.重
度
身
体

障
害
者
及
び

重
度
知
的
障

害
者

学
術
研
究
,専
門
・
技

術
サ
ー
ビ
ス
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス

業
,娯
楽
業

Ｂ
.重
度
身
体

障
害
者
及
び

重
度
知
的
障

害
者
で
あ
る

短
時
間
労
働

者

宿
泊
業
,飲
食
サ
ー
ビ

ス
業

採
取
業

・
水
道
業

物
品
賃
貸
業
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人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

産
業
計

2
,3
70
.5

37
6

62
6
62

10
5

1,
5
28
.5

15
2.
0

49
22

53
2

98
70
1.
0

81
.0

11
1

60
14
1.
0

人
28
.5

（
2,
26
9
.5
)
（

36
2
)
（

58
)
（

67
0
)
（

9
4
)
（
1,
4
99
.0
)
（

94
.5

)
（

49
)
（

20
)
（

48
6
)
（

92
)
（
65
0.
0
)
（

65
.5

)
（

95
)
（

51
)
（
12
0.
5
)
（

29
.0

)

農
、
林
、
漁
業

1
.0

0
0

0
0

0.
0

0
0

1
0

1.
0

0
0

0.
0

（
1.
0
)
（

-
)
（

-
)
（

-
)
（

-
)
（

-
)

（
-
)
（

-
)
（

-
)
（

-
)
（

-
)

（
-
)
（

-
)
（

-
)

0.
0

0
0

0
0

0.
0

0
0

0
0

0.
0

0
0

0.
0

（
0.
0
)
（

0
)
（

0
)
（

0
)
（

0
)
（

0.
0
)

（
0
)
（

0
)
（

0
)
（

0
)
（

0.
0
)

（
0
)
（

0
)
（

0.
0
)

建
設
業

3
3.
0

6
0

15
2

2
8.
0

0
0

3
0

3.
0

2
0

2.
0

（
31
.5
)
（

6
)
（

0
)
（

15
)
（

1
)
（

27
.5
)

（
0
)
（

0
)
（

3
)
（

0
)
（

3.
0
)

（
1
)
（

0
)
（

1.
0
)

製
造
業

88
5.
5

15
5

6
2
50

13
57
2.
5

18
1

21
8

3
25
6.
5

54
5

56
.5

（
8
63
.
5
)
（

15
1
)
（

8
)
（

26
3
)
（

1
3
)
（

5
79
.5
)

（
17
)
（

1
)
（

19
8
)
（

3
)
（
23
4.
5
)

（
47
)
（

5
)
（

49
.5
)

0.
0

0
0

0
0

0.
0

0
0

0
0

0.
0

0
0

0.
0

（
0.
0
)
（

0
)
（

0
)
（

0
)
（

0
)
（

0.
0
)

（
0
)
（

0
)
（

0
)
（

0
)
（

0.
0
)

（
0
)
（

0
)
（

0.
0
)

情
報
通
信
業

1
9.
0

4
0

9
1

1
7.
5

0
0

1
1

1.
5

0
0

0.
0

（
2
2.
5
)
（

6
)
（

0
)
（

10
)
（

0
)
（

22
.0
)

（
0
)
（

0
)
（

0
)
（

1
)
（

0.
5
)

（
0
)
（

0
)
（

0.
0
)

運
輸
業
,郵
便
業

10
6.
5

24
3

37
7

9
1.
5

0
0

13
0

13
.0

2
0

2.
0

（
98
.5
)
（

19
)
（

2
)
（

42
)
（

6
)
（

85
.0
)

（
0
)
（

0
)
（

10
)
（

1
)
（

10
.5
)

（
3
)
（

0
)
（

3.
0
)

卸
売
業
,小
売
業

43
6.
0

40
16

10
3

3
6

2
17
.0

17
8

13
7

34
19
6.
0

17
12

23
.0

（
4
14
.
5
)
（

39
)
（

12
)
（

10
4
)
（

2
9
)
（

2
08
.5
)

（
18
)
（

4
)
（

13
2
)
（

32
)
（
18
8.
0
)

（
15
)
（

6
)
（

18
.0
)

90
.0

21
11

24
12

83
.0

0
0

2
2

3.
0

3
2

4.
0

（
88
.
0
)
（

22
)
（

11
)
（

24
)
（

8
)
（

83
.0
)

（
0
)
（

0
)
（

2
)
（

1
)
（

2.
5
)

（
1
)
（

3
)
（

2.
5
)

不
動
産
業
,物
品
賃
貸
業

3
.0

1
0

1
0

3.
0

0
0

0
0

0.
0

0
0

0.
0

（
1.
0
)
（

-
)
（

-
)
（

-
)
（

-
)
（

-
)

（
-
)
（

-
)
（

-
)
（

-
)
（

-
)

（
-
)
（

-
)
（

-
)

21
.5

4
0

12
1

2
0.
5

0
0

1
0

1.
0

0
0

0.
0

（
2
1.
0
)
（

5
)
（

0
)
（

10
)
（

0
)
（

20
.0
)

（
0
)
（

0
)
（

1
)
（

0
)
（

1.
0
)

（
0
)
（

0
)
（

0.
0
)

宿
泊
業
,飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

5
7.
0

10
2

14
2

3
7.
0

0
0

14
5

16
.5

3
1

3.
5

（
5
3.
0
)
（

8
)
（

5
)
（

12
)
（

4
)
（

35
.0
)

（
0
)
（

0
)
（

8
)
（

8
)
（

12
.0
)

（
5
)
（

2
)
（

6.
0
)

33
.0

1
0

7
0

9.
0

2
0

17
0

21
.0

3
0

3.
0

（
28
.
5
)
（

1
)
（

0
)
（

5
)
（

0
)
（

7.
0
)

（
1
)
（

4
)
（

13
)
（

0
)
（

19
.0
)

（
2
)
（

1
)
（

2.
5
)

11
.0

1
0

8
0

1
0.
0

0
0

1
0

1.
0

0
0

0.
0

（
1
2.
0
)
（

3
)
（

0
)
（

5
)
（

0
)
（

11
.0
)

（
0
)
（

0
)
（

1
)
（

0
)
（

1.
0
)

（
0
)
（

0
)
（

0.
0
)

医
療
,福
祉

48
8.
5

73
18

11
2

1
6

2
84
.0

11
13

10
7

52
16
8.
0

18
37

36
.5

（
4
70
.
5
)
（

70
)
（

17
)
（

11
3
)
（

1
8
)
（

2
79
.0
)

（
11
)
（

11
)
（

10
3
)
（

45
)
（
15
8.
5
)

（
17
)
（

32
)
（

33
.0
)

56
.5

12
1

25
0

5
0.
0

0
0

2
0

2.
0

4
1

4.
5

（
5
8.
0
)
（

12
)
（

1
)
（

26
)
（

1
)
（

51
.5
)

（
1
)
（

0
)
（

2
)
（

0
)
（

4.
0
)

（
2
)
（

1
)
（

2.
5
)

サ
ー
ビ
ス
業

12
9.
0

24
5

45
1
5

1
05
.5

1
0

15
1

17
.5

5
2

6.
0

（
1
06
.
0
)
（

20
)
（

2
)
（

40
)
（

1
4
)
（

89
.0
)

（
1
)
（

0
)
（

12
)
（

1
)
（

14
.5
)

（
2
)
（

1
)
（

2.
5
)

注
　
１
(1
)②

の
表
と
同
じ

-
は
1人

の
為
,掲
載
せ
ず

②
　
障
害
種
別
雇
用
状
況

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

教
育
・学

習
支
援
業

ｆ．
う
ち
新
規
雇
用

分

区
分

① 障
害
者
の
数

電
気
・ガ

ス
・熱

供
給
・水

道
業

金
融
業
,保
険
業

b．
　
重
度
身
体
障

害
者
で
あ
る
短
時

間
労
働
者

②
身
体
障
害
者
の
数

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
,

娯
楽
業

ｄ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
で
あ

る
短
時
間
労
働
者

ｃ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
ｄ
×

0.
5

鉱
業
,採
石
業
,砂
利
採

取
業

学
術
研
究
,専
門
・技

術
サ
ー
ビ
ス
業

④
精
神
障
害
者
の
数

ｆ．
う
ち
新
規
雇
用

分

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
ｄ

×
0.
5

ｆ．
う
ち
新
規
雇
用

分

ｃ
.精
神
障
害
者

ｄ
．
精
神
障
害
者

で
あ
る
短
時
間
労

働
者

ｅ
．
　
計

ｃ
＋
ｄ
×
0
.5

ａ
.重
度
身
体
障

害
者

③
知
的
障
害
者
の
数

ａ
.重
度
知
的
障
害

者
b．
　
重
度
知
的
障

害
者
で
あ
る
短
時

間
労
働
者

ｃ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者

ｄ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者
で
あ

る
短
時
間
労
働
者

10



③
　

製
造

業
に

お
け

る
雇

用
状

況
（

概
況

）

企
業

人
人

人
人

人
人

人
％

企
業

％

製
造
業
計

29
2

50
,1
89
.5

17
3

7
52
2

21
88
5.
5

97
.0

1.
76

16
4

56
.2

(
29
3
)
(
50
,8
88
.0
)
(
16
8
)
(

9
)
(

50
8
)
(

21
)
(

86
3.
5
)
(

53
.0
)
(

1.
70
)
(

15
0
)
(

51
.2

)

食
料
品
・た
ば
こ

16
2,
55
7.
0

4
2

39
1

49
.5

3.
5

1.
94

10
62
.5

(
15
)
(

2,
48
5.
0
)
(

5
)
(

1
)
(

38
)
(

2
)
(

50
.0
)
(

5.
0
)
(

2.
01
)
(

11
)
(

73
.3

)

繊
維
工
業

20
2,
31
4.
5

6
1

28
0

41
.0

3.
0

1.
77

15
75
.0

(
19
)
(

1,
99
5.
0
)
(

6
)
(

0
)
(

22
)
(

2
)
(

35
.0
)
(

2.
5
)
(

1.
75
)
(

11
)
(

57
.9

)

木
材
・
家
具

2
19
7.
0

0
0

3
0

3.
0

2.
0

1.
52

2
10
0.
0

(
4
)
(

31
3.
5
)
(

0
)
(

0
)
(

3
)
(

0
)
(

3.
0
)
(

0.
0
)
(

0.
96
)
(

2
)
(

50
.0

)

ﾊ
ﾟﾙ
ﾌ
ﾟ・
紙
・
印
刷

14
2,
17
8.
0

4
0

22
1

30
.5

2.
0

1.
40

8
57
.1

(
14
)
(

2,
08
2.
5
)
(

4
)
(

0
)
(

21
)
(

1
)
(

29
.5
)
(

5.
5
)
(

1.
42
)
(

8
)
(

57
.1

)

化
学
工
業

41
5,
45
4.
0

11
0

60
2

83
.0

8.
0

1.
52

24
58
.5

(
40
)
(

5,
25
0.
0
)
(

10
)
(

0
)
(

53
)
(

3
)
(

74
.5
)
(

3.
0
)
(

1.
42
)
(

21
)
(

52
.5

)

窯
業
・
土
石

15
4,
99
8.
0

26
0

75
0

12
7.
0

1.
0

2.
54

6
40
.0

(
15
)
(

5,
29
0.
5
)
(

26
)
(

1
)
(

88
)
(

0
)
(

14
1.
0
)
(

4.
0
)
(

2.
67
)
(

6
)
(

40
.0

)

鉄
鋼

5
74
3.
5

3
0

5
1

11
.5

0.
0

1.
55

2
40
.0

(
6
)
(

83
0.
5
)
(

4
)
(

2
)
(

5
)
(

1
)
(

15
.5
)
(

0.
0
)
(

1.
87
)
(

4
)
(

66
.7

)

非
鉄
金
属

4
1,
52
4.
0

5
0

14
0

24
.0

7.
0

1.
57

1
25
.0

(
4
)
(

1,
48
9.
5
)
(

3
)
(

0
)
(

13
)
(

0
)
(

19
.0
)
(

4.
0
)
(

1.
28
)
(

1
)
(

25
.0

)

金
属
製
品

21
2,
12
4.
0

9
0

30
0

48
.0

0.
0

2.
26

11
52
.4

(
22
)
(

2,
10
5.
5
)
(

6
)
(

0
)
(

33
)
(

1
)
(

45
.5
)
(

0.
0
)
(

2.
16
)
(

10
)
(

45
.5

)

電
気
機
械

33
5,
22
5.
5

26
3

44
5

10
1.
5

11
.0

1.
94

24
72
.7

(
34
)
(

4,
96
2.
5
)
(

21
)
(

2
)
(

46
)
(

5
)
(

92
.5
)
(

7.
0
)
(

1.
86
)
(

23
)
(

67
.6

)

そ
の
他
機
械

71
14
,9
04
.5

56
1

12
9

6
24
5.
0

46
.0

1.
64

36
50
.7

(
68
)
(
14
,2
87
.0
)
(

49
)
(

2
)
(

11
4
)
(

4
)
(

21
6.
0
)
(

16
.0
)
(

1.
51
)
(

31
)
(

45
.6

)

そ
の
他

50
7,
96
9.
5

23
0

73
5

12
1.
5

13
.5

1.
52

25
50
.0

(
52
)
(

9,
79
6.
5
)
(

34
)
(

1
)
(

72
)
(

2
)
(

14
2.
0
)
(

6.
0
)
(

1.
45
)
(

22
)
(

42
.3

)

注
 
１

(
3
)
①

の
表

と
同

じ

区
分

② 法
定
雇
用
障
害
者
数

の
算
定
の
基
礎
と
な
る

労
働
者
数

① 企
業
数

Ｅ
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
Ｄ

×
0
.5

③
　
障
害
者
の
数

⑥ 法
定
雇
用
率
達
成
企

業
の
割
合

⑤ 法
定
雇
用
率
達

成
企
業
の
数

④ 実
雇
用
率

Ｅ
÷
②
×
1
0
0

Ｆ
．
う
ち
新
規
雇
用

分

Ａ
.重
度
身
体

障
害
者
及
び
重

度
知
的
障
害
者

Ｂ
.重
度
身
体
障

害
者
及
び
重
度

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労
働

者

Ｃ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
、
知

的
障
害
者
及
び

精
神
障
害
者

Ｄ
.重
度
以
外
の
身

体
障
害
者
及
び
知

的
障
害
者
並
び
に

精
神
障
害
者
で
あ

る
短
時
間
労
働
者
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④
　
製
造
業
に
お
け
る
雇
用
状
況
（
障
害
種
別
）

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

製
造
業
計

8
8
5
.
5

1
5
5

6
2
5
0

1
3

5
7
2
.
5

1
8

1
2
1
8

3
2
5
6
.
5

5
4

5
5
6
.
5

（
8
6
3
.
5

)
（

1
5
1

)
（

8
)
（

2
6
3

)
（

1
3

)
（

5
7
9
.
5

)
（

1
7

)
（

1
)
（

1
9
8

)
（

3
)
（

2
3
4
.
5

)
（

4
7

)
（

5
)
（

4
9
.
5

)

食
料
品
・た

ば
こ

4
9
.
5

1
1

7
0

1
0
.
0

3
1

3
0

1
3
7
.
5

2
0

2
.
0

（
5
0
.
0

)
（

2
)
（

1
)
（

5
)
（

0
)
（

1
0
.
0

)
（

3
)
（

0
)
（

3
2

)
（

0
)
（

3
8
.
0

)
（

1
)
（

2
)
（

2
.
0

)

繊
維
工
業

4
1
.
0

5
1

1
6

0
2
7
.
0

1
0

7
0

9
.
0

5
0

5
.
0

（
3
5
.
0

)
（

5
)
（

0
)
（

1
3

)
（

0
)
（

2
3
.
0

)
（

1
)
（

0
)
（

4
)
（

2
)
（

7
.
0

)
（

5
)
（

0
)
（

5
.
0

)

木
材
・家

具
3
.
0

0
0

3
0

3
.
0

0
0

0
0

0
.
0

0
0

0
.
0

（
3
.
0

)
（

0
)
（

0
)
（

2
)
（

0
)
（

2
.
0

)
（

0
)
（

0
)
（

1
)
（

0
)
（

1
.
0

)
（

0
)
（

0
)
（

0
.
0

)
 

ﾊ
ﾟﾙ
ﾌ
ﾟ・
紙
・印

刷
3
0
.
5

4
0

1
4

0
2
2
.
0

0
0

5
0

5
.
0

3
1

3
.
5

（
2
9
.
5

)
（

4
)
（

0
)
（

1
3

)
（

0
)
（

2
1
.
0

)
（

0
)
（

0
)
（

6
)
（

0
)
（

6
.
0

)
（

2
)
（

1
)
（

2
.
5

)

化
学
工
業

8
3
.
0

1
0

0
3
9

1
5
9
.
5

1
0

1
3

0
1
5
.
0

8
1

8
.
5

（
7
4
.
5

)
（

9
)
（

0
)
（

3
7

)
（

3
)
（

5
6
.
5

)
（

1
)
（

0
)
（

9
)
（

0
)
（

1
1
.
0

)
（

7
)
（

0
)
（

7
.
0

)

窯
業
・土

石
1
2
7
.
0

2
6

0
3
7

0
8
9
.
0

0
0

3
3

0
3
3
.
0

5
0

5
.
0

 

（
1
4
1
.
0

)
（

2
6

)
（

1
)
（

4
6

)
（

0
)
（

9
9
.
0

)
（

0
)
（

0
)
（

3
5

)
（

0
)
（

3
5
.
0

)
（

7
)
（

0
)
（

7
.
0

)

鉄
鋼

1
1
.
5

3
0

4
1

1
0
.
5

0
0

1
0

1
.
0

0
0

0
.
0

（
1
5
.
5

)
（

4
)
（

1
)
（

5
)
（

1
)
（

1
4
.
5

)
（

0
)
（

1
)
（

0
)
（

0
)
（

1
.
0

)
（

0
)
（

0
)
（

0
.
0

)

非
鉄
金
属

2
4
.
0

4
0

1
0

9
.
0

1
0

1
2

0
1
4
.
0

1
0

1
.
0

（
1
9
.
0

)
（

3
)
（

0
)
（

2
)
（

0
)
（

8
.
0

)
（

0
)
（

0
)
（

1
0

)
（

0
)
（

1
0
.
0

)
（

1
)
（

0
)
（

1
.
0

)

金
属
製
品

4
8
.
0

6
0

1
2

0
2
4
.
0

3
0

1
7

0
2
3
.
0

1
0

1
.
0

（
4
5
.
5

)
（

4
)
（

0
)
（

1
4

)
（

1
)
（

2
2
.
5

)
（

2
)
（

0
)
（

1
8

)
（

0
)
（

2
2
.
0

)
（

1
)
（

0
)
（

1
.
0

)

電
気
機
械

1
0
1
.
5

2
5

3
2
1

5
7
6
.
5

1
0

2
1

0
2
3
.
0

2
0

2
.
0

（
9
2
.
5

)
（

2
0

)
（

2
)
（

2
4

)
（

4
)
（

6
8
.
0

)
（

1
)
（

0
)
（

1
9

)
（

1
)
（

2
1
.
5

)
（

3
)
（

0
)
（

3
.
0

)

そ
の
他
機
械

2
4
5
.
0

5
1

1
6
4

1
1
6
7
.
5

5
0

4
7

2
5
8
.
0

1
8

3
1
9
.
5

（
2
1
6
.
0

)
（

4
4

)
（

2
)
（

6
7

)
（

2
)
（

1
5
8
.
0

)
（

5
)
（

0
)
（

3
4

)
（

0
)
（

4
4
.
0

)
（

1
3

)
（

2
)
（

1
4
.
0

)

そ
の
他

1
2
1
.
5

2
0

0
3
2

5
7
4
.
5

3
0

3
2

0
3
8
.
0

9
0

9
.
0

（
1
4
2
.
0

)
（

3
0

)
（

1
)
（

3
5

)
（

2
)
（

9
7
.
0

)
（

4
)
（

0
)
（

3
0

)
（

0
)
（

3
8
.
0

)
（

7
)
（

0
)
（

7
.
0

)

注
　
１
(3
)②

の
表
と
同
じ

区
分

②
身
体
障
害
者
の
数

ｃ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者

① 障
害
者
の
数

ａ
.重

度
身
体
障
害

者
ｄ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
で
あ

る
短
時
間
労
働
者

b．
　
重
度
身
体

障
害
者
で
あ
る

短
時
間
労
働
者

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
ｄ
×

0.
5

④
精
神
障
害
者
の
数

ｃ
.精

神
障
害
者

ｄ
．
精
神
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

労
働
者

ｅ
．
　
計

ｃ
＋
ｄ
×
0
.5

③
知
的
障
害
者
の
数

ａ
.重

度
知
的
障
害

者
b．
　
重
度
知
的

障
害
者
で
あ
る

短
時
間
労
働
者

ｃ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
ｄ

×
0.
5

ｄ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者
で
あ

る
短
時
間
労
働
者

12



(4
) 

障
害

者
不

足
数

階
級

別
の

法
定

雇
用

率
未

達
成

企
業

数

0.
5人

又
は
１
人

1.
5人

又
は
2人

2.
5人

又
は
3人

3.
5
人
又
は
4人

4.
5人

以
上

8人
以
下

3
3
9

2
2
8

6
6

2
3

1
7

5
2
1
4

(1
00

.0
%)

(6
7.

3%
)

(1
9.

5%
)

(6
.8

%)
(5

.0
%)

(1
.5

%)
(6

3.
1%

)

1
6
7

1
6
7

0
0

0
0

1
6
2

(1
00

.0
%)

(1
00

.0
%)

(0
.0

%)
(0

.0
%)

(0
.0

%)
(0

.0
%)

(9
7.

0%
)

1
3
5

5
5

5
8

1
5

6
1

5
1

(1
00

.0
%)

(4
0.

7%
)

(4
3.

0%
)

(1
1.

1%
)

(4
.4

%)
(0

.7
%)

(3
7.

8%
)

2
7

4
6

6
9

2
1

(1
00

.0
%)

(1
4.

8%
)

(2
2.

2%
)

(2
2.

2%
)

(3
3.

3%
)

(7
.4

%)
(3

.7
%)

7
2

2
1

1
1

0

(1
00

.0
%)

(2
8.

6%
)

(2
8.

6%
)

(1
4.

3%
)

(1
4.

3%
)

(1
4.

3%
)

(0
.0

%)

3
0

0
1

1
1

0

(1
00

.0
%)

(0
.0

%)
(0

.0
%)

(3
3.

3%
)

(3
3.

3%
)

(3
3.

3%
)

(0
.0

%)

注
１

　
上
段
は
企
業
数
、
下
段
は
当
該
企
業
規
模
階
級
内
に
お
け
る
構
成
比
。

２

10
0-
30
0人

未
満

30
0-
50
0人

未
満

50
0-
10
00
人
未
満

1,
00
0人

以
上

　
②
欄
の
「
不
足
数
」
と
は
、
法
定
雇
用
率
を
達
成
す
る
た
め
に
、
現
在
の
雇
用
障
害
者
数
に
加
え
て
雇
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
障
害
者
の
数
で
あ
る
。

③
障
害
者
の

数
が
0人

で
あ
る
企
業
数

①
法
定
雇
用
率

未
達
成
企
業

の
数

区
分

②
不
足
数

規
模
計

50
-1
00
人
未
満
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２　地方公共団体における状況

①概況

②障害者の数 ③実雇用率

　②÷①×100

(人) （人） (％)

3,573.0 87.5 2.45

(3,566.0) (82.5) (2.31) 

8,082.0 162.5 2.01

(8,113.0) (143.5) (1.77) 

13,715.0 313.5 2.29

(13,867.0) (305.0) (2.20) 

322,490.5 8,284.5 2.57

(322,458.5) (8,136.0) (2.52) 

575,830.5 12,153.5 2.11

(576,612.5) (11,634.5) (2.02) 

1,061,832.5 25,265.0 2.38

(1,061,543.5) (24,792.0) (2.34) 

注　下段（　　）は平成25年６月１日現在の数値である。
滋賀県には、滋賀県病院事業庁及び滋賀県企業庁を含む。

区　　　分

市 町　の 機 関
（法定雇用率2.3％）

①法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数

滋賀県庁
（法定雇用率2.3％）

滋賀県教育委員会
（法定雇用率2.2％）

都道府県の機関

都道府県
教育委員会

（法定雇用率2.2%）

市町村の
機     関

全

国
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②市町等の各機関の状況

① ② ③ ④
法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数

障害者の数 実雇用率 不足数

（人） （人） （％） （人）

13,715.0 313.5 2.29 8.0
2,057.0 47.0 2.28 0.0 (注4-①）

457.0 11.0 2.41 0.0
1,672.0 37.5 2.24 0.5 (注4-②）

367.0 9.0 2.45 0.0 (注4-③）

1,020.5 26.0 2.55 0.0 (注4-④）

987.0 24.0 2.43 0.0 (注4-⑤）

872.0 20.0 2.29 0.0 (注4-⑥）

811.0 19.0 2.34 0.0 (注4-⑦）

469.0 12.0 2.56 0.0 (注4-⑧）

788.0 18.0 2.28 0.0 (注4-⑨）

813.0 19.0 2.34 0.0 (注4-⑩）

386.0 8.0 2.07 0.0
397.5 11.0 2.77 0.0 (注4-⑪）

113.0 2.0 1.77 0.0
109.0 4.0 3.67 0.0
87.0 2.0 2.30 0.0

235.5 5.5 2.34 0.0 (注4-⑫）

204.0 5.0 2.45 0.0 (注4-⑬）

137.0 2.0 1.46 1.0 (注5）

77.0 1.0 1.30 0.0
166.5 0.5 0.30 2.5
67.0 2.0 2.99 0.0

183.0 1.0 0.55 3.0
731.0 15.0 2.05 1.0
77.5 1.0 1.29 0.0

430.5 11.0 2.56 0.0

198.0 5.0 2.53 0.0
312.5 7.0 2.24 0.0

注１

2

3

4 ①大津市は、大津市教育委員会及び大津市企業庁を含む。

②長浜市は、長浜市教育委員会を含む。

③米原市は、米原市教育委員会を含む。

④彦根市は、彦根市教育委員会を含む。

⑤近江八幡市は、近江八幡市教育委員会及び近江八幡市立総合医療センターを含む。

⑥東近江市は、東近江市教育委員会を含む。

⑦甲賀市は、甲賀市教育委員会を含む。

⑧湖南市は、湖南市教育委員会を含む。

⑨草津市は、草津市教育委員会を含む。

⑩守山市は、守山市教育委員会及び守山市民病院を含む。

⑪栗東市は、栗東市教育委員会を含む。

⑫愛荘町は、愛荘町教育委員会を含む。

⑬日野町は、日野町教育委員会を含む。

5 竜王町は、9月25日現在において、達成機関となっている。

湖南市

機   関   名 備　　考

計
大津市
高島市
長浜市
米原市
彦根市
近江八幡市
東近江市
甲賀市

野洲市教育委員会

草津市
守山市
野洲市
栗東市
多賀町
甲良町
豊郷町
愛荘町
日野町
竜王町
高島市教育委員会

滋賀県警察本部

①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占
める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知
的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントし、短時間勤務職員である重度身体障害者、重度知的障害者及
び精神障害者については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントしている。

④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これ
が0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

竜王町教育委員会
高島市民病院
長浜市病院事業
東近江市立能登川病院
公立甲賀病院組合

公立大学法人滋賀県立大学
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３　都道府県別の実雇用率等の状況
注

都道府県名 実雇用率 (対前年増減)
法定雇用率達成
企業の割合

(対前年増減)

全国 1.82  0.06 44.7 2.0  38,760 ／  86,648

北海道 1.90  0.05 47.6 2.0  1,512 ／  3,179

青森 1.83  0.05 47.2 0.9  405 ／  858

岩手 1.93  0.06 52.9 3.3  478 ／  904

宮城 1.74  0.03 45.7 2.7  623 ／  1,364

秋田 1.77  0.10 55.1 4.0  375 ／  680

山形 1.88  0.09 51.6 1.3  446 ／  864

福島 1.76  0.07 47.9 1.3  604 ／  1,260

茨城 1.75  0.09 50.2 2.8  696 ／  1,387

栃木 1.76  0.08 51.1 4.9  534 ／  1,046

群馬 1.79  0.06 51.6 3.5  668 ／  1,295

埼玉 1.80  0.09 43.7 3.8  1,195 ／  2,737

千葉 1.77  0.06 47.5 3.2  989 ／  2,082

東京 1.77  0.05 30.3 1.9  5,393 ／  17,827

神奈川 1.75  0.07 41.6 1.6  1,741 ／  4,184

新潟 1.75  0.10 49.8 5.1  840 ／  1,688

富山 1.85  0.05 54.7 0.4  521 ／  952

石川 1.82  0.13 51.8 3.4  480 ／  927

福井 2.26 △0.01 53.5 2.2  345 ／  645

山梨 1.79  0.09 51.5 5.2  274 ／  532

長野 1.96  0.08 57.2 3.7  840 ／  1,468

岐阜 1.79  0.05 51.0 2.0  688 ／  1,350

静岡 1.80  0.08 47.6 1.6  1,235 ／  2,597

愛知 1.74  0.06 41.9 1.3  2,279 ／  5,444

三重 1.79  0.19 52.2 5.8  521 ／  999

滋賀 1.87  0.06 54.9 3.1  413 ／  752

京都 1.95  0.02 47.4 0.5  773 ／  1,630

大阪 1.81  0.05 42.6 1.9  3,008 ／  7,060

兵庫 1.90  0.06 49.1 1.7  1,479 ／  3,010

奈良 2.22  0.00 56.2 0.4  295 ／  525

和歌山 2.06  0.03 57.0 △0.2  302 ／  530

鳥取 1.88  0.11 50.6 △3.0  209 ／  413

島根 2.02  0.13 61.6 4.4  322 ／  523

岡山 2.16  0.23 50.0 2.1  654 ／  1,307

広島 1.90  0.06 45.1 0.9  921 ／  2,044

山口 2.46  0.13 52.5 2.9  443 ／  844

徳島 1.90  0.12 57.5 4.2  233 ／  405

香川 1.88  0.02 56.5 △2.7  434 ／  768

愛媛 1.74  0.01 47.0 3.1  424 ／  902

高知 2.04  0.10 54.5 0.1  268 ／  492

福岡 1.80  0.04 46.2 0.6  1,495 ／  3,239

佐賀 2.27  0.10 66.4 2.8  355 ／  535

長崎 2.15  0.05 55.7 1.8  517 ／  928

熊本 2.14  0.06 52.7 1.2  593 ／  1,125

大分 2.28  0.13 55.4 0.4  403 ／  727

宮崎 2.15  0.11 63.4 4.1  455 ／  718

鹿児島 2.02  0.00 57.8 1.6  617 ／  1,068

沖縄 2.15  0.03 55.8 2.8  465 ／  834

　都道府県別の状況は、企業の主たる事務所（特例子会社等の認定を受けている企業にあっては、その親会社の主たる
事務所）が所在する都道府県において、集計したものである。

法定雇用率達成企業の数
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